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不動産取引時における盛土等に関する情報の提供について(周知のお願い) 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は本会の会務運営に際し格別のご尽力を賜り感謝申し上げます。 

本日付、５(公社)全宅連発政策第 8号でご案内させていただいたとおり、宅地造成等

規制法の一部を改正する法律が本年 5 月 26 日に施行されることに伴い、今般宅地建物

取引業法施行令が改正され、同日より重要事項説明の説明事項に追加されることとなり

ました。 

これにより、宅地建物取引業法第 35 条に基づく重要事項説明において、宅地造成等

工事規制区域及び特定盛土等規制区域内における工事の許可制度等の概要を取引の相

手方等に説明することとされましたが、一方で、当該規制区域内の土地の所有者、管理

者又は占有者は、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積（規制区域の指定前に行われた

ものを含む。）に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するよう

に努めなければならないとされていることを踏まえ、買主等が適切に土地の保全に努め

ることができるよう、盛土等の位置等に関する情報について適切に周知を図っていくこ

とが求められております。 

ついては、取引対象の宅地又は建物が宅地造成及び特定盛土等規制法に規定する宅地

造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域内にある場合は、重要事項説明時に当該区

域内の規制の概要について説明するのにあわせて、同法に関連する情報を掲載した都 

道府県等のウェブサイト等を紹介するなど、買主等が適切に情報収集できるよう努めて

いただくことについて、今般国土交通省より別添のとおり周知の依頼がございましたの

で、ご案内申し上げます。 

都道府県協会におかれましては、貴協会会員に対しご周知方よろしくお願い申し上げ

ます。 

敬 具 

記 

【別添資料】 

・不動産取引時における盛土等に関する情報の提供について 令和 5年 5月 26日  

国官参宅第 1 0 号 国不動第７ 号 ５ 農振第 6 7 5 号 ５ 林整治第 2 4 9 号 

以 上 


